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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年10月、一部のＷＥＢサイトの書き込みにより、過去の一部の取引に関して不適切な会計処理のおそれが発覚

したため、当社は、平成26年11月７日、社内調査委員会を設置し、当初問題視された取引を中心に取引に至る経緯及び

その会計処理の妥当性の検証を含めた調査を行いました。かかる社内調査の結果、当該取引以外にも不適切な会計処理

があることが判明したため、本取引及びその他の過去の取引について、より客観的・網羅的な調査を行い事実関係及び

発生原因の解明や再発防止策の提言等を行うことを目的として、平成26年11月20日、第三者調査委員会を設置いたしま

した。平成26年12月12日、当社は、第三者調査委員会から調査報告書を受領した結果、代表取締役社長池田元英及び取

締役会長久保好孝が関与した案件について不適切な会計処理が行われたことが判明したため、過年度の売上高の取り消

し等の訂正を行うことといたしました。

この結果、第10期第３四半期（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日）の四半期連結財務諸表において、売

上高は574,400千円、売上原価は396,602千円それぞれ減少し、売上総利益は177,797千円減少しております。

これらを訂正するため、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、第10期第３四半期（自 平成25年７

月１日 至 平成25年９月30日）に係る四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第10期第３四半期（自 平成25年７月１日 至 平成

25年９月30日）の訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けてお

ります。

２【訂正事項】

第一部 企業情報

第１ 企業の概況

１ 主要な経営指標等の推移

第２ 事業の状況

３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績の状況

① 経営成績の状況

② 財政状態の状況

(4）主要な設備の変動

第４ 経理の状況

１ 四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

(2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書 第３四半期連結累計期間

四半期連結包括利益計算書 第３四半期連結累計期間

注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

（四半期連結損益計算書関係）

（１株当たり情報）

３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂

正後のみを記載しております。
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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当四半期報告書は、第３四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、第９期第３四半期累計期間

に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、平成25

年９月30日現在、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

５．当社は平成25年６月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第３四半期連結
累計期間

第９期

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年９月30日

自平成24年１月１日
至平成24年12月31日

売上高（千円） 5,610,135 5,103,679

経常利益（千円） 197,399 519,782

四半期（当期）純利益（千円） 55,227 411,328

四半期包括利益又は包括利益（千円） 57,575 411,301

純資産額（千円） 824,719 761,424

総資産額（千円） 3,312,867 2,011,983

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 1.46 10.91

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 24.8 37.7

回次
第10期

第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純損失金額（円） △6.37
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当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（持分法適用関連会社）

株式会社フォレストパワー

（出資：平成25年１月、資本金10,000千円、議決権所有割合:30.0%（間接）、事業内容：電力売買）

（連結子会社）

株式会社エナリスパワー

（設立：平成25年３月、資本金10,000千円、議決権所有割合:100.0%、事業内容：発電事業）

エナリスDEバイオガスプラント株式会社

（出資：平成25年９月、資本金5,000千円、議決権所有割合:100.0%（間接）、事業内容：発電事業）

エナリス神奈川太陽光発電株式会社

平成25年９月30日付でエナリス神奈川太陽光発電株式会社の全株式及び神奈川太陽光発電匿名組合出資の全持

分を譲渡したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

２【事業の内容】
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当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項の発生又は有価証券届出書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）

が判断したものであります。また、当社は第９期第３四半期連結累計期間においては、四半期連結財務諸表を作成し

ていないため、前年同四半期の比較増減につきましては、記載しておりません。

(1）業績の状況

①経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策、金融政策を背景とした円高是正・株高等に

より、引き続き景気回復の基調が見られ、景気動向の改善や、平成26年4月からの消費税率引き上げや金利先高感

を背景とした住宅関連の駆け込み需要及び公共投資の増加、平成32年東京オリンピック招致決定による期待感など

から、幅広く景気拡大が期待されております。

電力業界を取り巻く環境におきましては、経済産業省・資源エネルギー庁より電力システム改革の方向性が示さ

れ、「電力の安定供給を確保すること」「電気料金を最大限抑制すること」「需要家の選択肢や事業者の事業機会

を拡大すること」を目的とした「電力システムに関する改革方針」が平成25年４月２日に閣議決定され、今後も電

力システム改革に沿った電気事業法改正等の法整備が進んでいくものと予測されます。

電力の市場環境は、平成23年の東日本大震災以降の原子力発電所の停止に伴う需給ひっ迫の懸念、需給ギャップ

による卸電力市場価格の高騰の状況にありましたが、停止火力の再稼働等の電源対策から電力需給は改善傾向とな

ったものの、引き続き省エネや節電、コストダウンの意識は高い状態にあります。

また、平成24年７月より始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度（※１）により、太陽光発電を中心と

した発電事業者が急増しており再生可能エネルギーへの関心は高まっております。 

このような環境下、当社グループは、ＰＰＳ（※２）向けの業務代行を創業事業として、発電から消費に至る電

力流通プロセスにおいて電力ユーザー向けの様々なサービスを展開し、電力需要家（電力ユーザー）の最適な電源

選択を可能とし、より効率的なエネルギー利用を促進すべく、既存サービスの拡大と新規サービスの開発・実用化

により収益基盤の確立に努めております。

エネルギーマネジメント分野においては、当社グループにて開発した「FALCON SYSTEM」を活用したＢＥＭＳア

グリゲータ（※３）事業において関連のあった補助事業が、平成25年10月31日までの交付申請をもって終了するこ

とが一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）より公表されました。これに伴い、当社グループは、「FALCON

SYSTEM」を活用した電力需要家向け新サービスとして、部分供給制度を利用して電力の調達先を見直すことで電力

料金を削減する代理購入サービスの営業展開に注力し、平成25年10月よりサービス開始することとなりました。

パワーマーケティング分野では、太陽光発電設備の開発・販売による電源開発の売上が増加し、電力卸取引にお

いては、需給ギャップの改善や夏場の気温が前年に比べ低めに推移したことなどから、冷房需要が前年比減少した

影響等により電力卸取引は軟調となりました。また、当社グループ以外の再生可能エネルギー発電設備からの電力

調達による取扱電力量の増加に注力いたしました。

以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は5,610,135千円、営業利益は243,625千円、経

常利益は197,399千円、四半期純利益は55,227千円となりました。

②財政状態の状況

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比較して1,300,883千円増加し3,312,867

千円となりました。これは主として、エナリス神奈川太陽光発電株式会社の太陽光発電設備の譲渡等によるたな卸

資産の減少379,538千円があったものの、当該設備の譲渡等による未収入金の増加632,341千円により流動資産が

305,532千円増加したことや、ディーゼル発電設備等の建設仮勘定の増加額851,440千円、ソフトウエアを主とする

無形固定資産の増加額115,129千円等によるものです。

また、負債合計につきましては、前連結会計年度末に比較して1,237,589千円増加の2,488,147千円となりまし

た。これは主として、ディーゼル発電設備及び太陽光発電設備建設資金やその他運転資金の増加に伴う資金調達を

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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行い、短期借入金の増加額180,000千円、社債の発行による増加額527,500千円、長期借入金の増加額278,218千円

等と有利子負債が増加したことによるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比較して63,294千円増加し824,719千円となりました。これは四半期純利益

を計上したことによる利益剰余金の増加額61,118千円等によるものです。

〔用語解説〕

（※１）固定価格買取制度：再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電

気を、一定価格で電気事業者が買い取ることを義務付けた制度。平成24年７月１日より開始された。

（※２）ＰＰＳ（Power Producer & Supplierの略）：一般電気事業者（電力会社）以外で、50ｋＷ以上の高圧電力

を必要とする大口需要家に対し電気の小売り供給を行う事業者。現在は新電力ともいう。

（※３）ＢＥＭＳアグリゲータ：中小ビル等にＢＥＭＳを導入するとともに、クラウド等によって自ら集中管理シス

テムを設置し、中小ビル等の省エネを管理・支援する事業者であり、予め一般社団法人環境共創イニシアチ

ブ（ＳＩＩ）に登録された者。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題についての重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は45,914千円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(4）主要な設備の変動

第２四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設等のうち、下記につきましては、資産の一

部を除却いたしました。

会社名/事業所名 所在地 設備の内容 除却損（千円）

当社/茨城発電所 茨城県 ディーゼル発電設備 47,619
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①【株式の総数】

②【発行済株式】

（注）１．当社株式は平成25年10月８日に東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。

２．上場に伴い、平成25年10月７日を払込期日とする、公募による株式4,170,000株を発行いたしました。

また、平成25年11月６日を払込期日とする、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第

三者割当増資により1,160,000株発行いたしました。

これにより、提出日現在の発行済株式総数は43,200,500株となっております。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（注） 当社は平成25年10月８日に東京証券取引所マザーズに上場しております。

また、平成25年10月７日に新株発行の払込が完了し、平成25年11月６日のオーバーアロットメントによる当

社株式の売出に関連した第三者割当増資により、株式数及び資本金等が下記のとおり増加いたしました。

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 37,870,500 43,200,500
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数は100株

であります。

計 37,870,500 43,200,500 － －

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年７月１日～

平成25年９月30日
― 37,870,500 ― 95,000     ― 75,002

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年10月７日 4,170,000 42,040,500 537,096 632,096 537,096 612,098

平成25年11月６日 1,160,000 43,200,500 149,408 781,504 149,408 761,506
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当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

①【発行済株式】

②【自己株式等】

該当事項はありません。

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

122,800
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

37,747,700
377,477 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 37,870,500 － －

総株主の議決権 － 377,477 －

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社エナリス
東京都足立区千住

一丁目4番1号
122,800 － 122,800 0.32

計 － 122,800 － 122,800 0.32

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。なお、金融商品取引法第

24条の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出していますが、訂正後の四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例
当四半期報告書は、第３四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、「企業内容等開示ガイドライン２

４の４の７－６」の規定に準じて前年同四半期との比較情報は記載しておりません。

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
（平成24年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 346,676 177,430

受取手形及び売掛金 445,314 515,419

たな卸資産 914,694 535,220

繰延税金資産 7,091 22,671

未収入金 6,060 638,402

その他 19,766 155,992

流動資産合計 1,739,603 2,045,136

固定資産

有形固定資産

建設仮勘定 － 851,440

その他 46,690 48,130

有形固定資産合計 46,690 899,571

無形固定資産 208,337 323,466

投資その他の資産 17,351 44,692

固定資産合計 272,379 1,267,730

資産合計 2,011,983 3,312,867

負債の部

流動負債

買掛金 387,243 449,914

短期借入金 400,000 580,000

1年内返済予定の長期借入金 129,311 123,900

1年内償還予定の社債 － 78,000

未払法人税等 65,232 80,261

その他 170,929 240,947

流動負債合計 1,152,716 1,553,023

固定負債

社債 － 449,500

長期借入金 79,663 363,292

その他 18,179 ※ 122,332

固定負債合計 97,842 935,124

負債合計 1,250,558 2,488,147

純資産の部

株主資本

資本金 95,000 95,000

資本剰余金 124,272 124,272

利益剰余金 575,026 636,144

自己株式 △35,475 △35,475

株主資本合計 758,823 819,941

少数株主持分 2,600 4,777

純資産合計 761,424 824,719

負債純資産合計 2,011,983 3,312,867
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【第３四半期連結累計期間】

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

売上高 5,610,135

売上原価 3,825,416

売上総利益 1,784,719

販売費及び一般管理費 1,541,093

営業利益 243,625

営業外収益

受取利息 107

持分法による投資利益 10,627

その他 978

営業外収益合計 11,713

営業外費用

支払利息 11,183

社債発行費 22,685

その他 24,069

営業外費用合計 57,939

経常利益 197,399

特別損失

固定資産除却損 ※ 47,619

特別損失合計 47,619

税金等調整前四半期純利益 149,780

法人税、住民税及び事業税 127,706

法人税等調整額 △35,501

法人税等合計 92,205

少数株主損益調整前四半期純利益 57,575

少数株主利益 2,347

四半期純利益 55,227
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【第３四半期連結累計期間】

【四半期連結包括利益計算書】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

少数株主損益調整前四半期純利益 57,575

四半期包括利益 57,575

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 55,227

少数株主に係る四半期包括利益 2,347
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、株式会社エナリスパワーを新たに設立したため連結の範囲に含めております。

また、当第３四半期連結会計期間より、平成25年９月17日付でエナリスDEバイオガスプラント株式会社を買収し

たため、連結の範囲に含めております。

平成25年９月30日付でエナリス神奈川太陽光発電株式会社の全株式及び神奈川太陽光発電匿名組合出資の全持

分を譲渡したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、新たに出資をしたため、株式会社フォレストパワーを持分法の適用の範囲に含

めております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※固定負債その他の内訳は次のとおりであります。

（注） 当第３四半期連結会計期間において、第三者を通じて関連当事者に売却した神奈川太陽光発電匿名組合出

資持分の譲渡対価と譲渡資産簿価との差額を長期仮受金として計上しております。

（四半期連結損益計算書関係）

※固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。 

1. 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日）

配当に関する事項

該当事項はありません。

2. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

前連結会計年度
（平成24年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

長期仮受金 － 122,332千円

繰延税金負債（固定） 18,179千円 －

当第３四半期連結会計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

建設仮勘定 千円47,619

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

減価償却費 千円54,519

のれんの償却額 千円2,896

（株主資本等関係）
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当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日）

当社グループは、エネルギー流通情報事業を主な事業とする単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。

当第３四半期連結会計期間末（平成25年９月30日）

社債及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められます。

(*1)１年内償還予定の社債を含めて記載しております。

(*2)１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

（注） 金融商品の時価の算定方法

(1）社債、(2）長期借入金

これらの時価は、固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規社債発行または新規に同様の借

入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更改される条件となっていることから、時価は帳簿価額に

ほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、平成25年９月30

日現在、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．当社は平成25年６月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（金融商品関係）

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）社債(*1) 527,500 527,500 －

(2）長期借入金(*2) 487,192 486,629 △562

（１株当たり情報）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1円46銭

（算定上の基礎）

四半期純利益金額（千円） 55,227

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 55,227

普通株式の期中平均株式数（株） 37,747,700

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な

変動があったものの概要
―
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１．公募による新株発行及び第三者割当増資

当社株式は、平成25年９月２日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成25年10月８日に東京証券取引所マ

ザーズ市場に上場しております。当社は上場にあたり、平成25年９月２日及び平成25年９月17日開催の取締役会に

おいて、下記のとおり公募による新株式の発行を決議し、平成25年10月７日に払込が完了しました。また、同取締

役会において、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して第三者割当増資を決議し、平成25年11

月６日に払込が完了しました。

この結果、資本金は781,504千円、発行済株式総数は43,200,500株となっております。

（１）公募による新株の発行

①募集方法：一般募集（ブックビルディング方式による募集）

②発行する株式の種類及び数：普通株式 4,170,000株

③発行価格：１株につき 280円

一般募集はこの価格にて行いました。

④引受価額：１株につき 257.60円

この価額は当社が引受人により１株あたりの新株式払込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

⑤払込金額：１株につき 204円

この金額は会社法上の払込金額であり、平成25年９月17日開催の取締役会において決定された金額であります。

⑥資本組入額：１株につき 128.80円

⑦発行価額の総額：850,680千円

⑧資本組入額の総額：537,096千円

⑨払込金額の総額：1,074,192千円

⑩払込期日：平成25年10月７日

⑪資金の使途：エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定であります。

（２）オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資

①発行する株式の種類及び数：普通株式 1,160,000株

②割当価格：１株につき 257.60円

③払込金額：１株につき 204円（会社法上の払込金額）

④資本組入額：１株につき 128.80円

⑤資本組入額の総額：149,408千円

⑥割当価格の総額：298,816千円

⑦払込期日：平成25年11月６日

⑧割当先：野村證券株式会社

⑨資金の使途：エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定であります。

（重要な後発事象）
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２．NCPバイオガス発電投資事業有限責任組合の子会社化及び出資の実行

平成25年9月17日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である株式会社フォレストキャピタルが無限

責任組合員となりNCPバイオガス発電投資事業有限責任組合（以下「バイオガスLPS」）を設立し、当社がバイオガ

スLPSへ過半数の出資をすることを決議しております。

当社はバイオガスLPSと投資事業有限責任組合契約を締結し、平成25年11月5日付で同契約に基づくバイオガス

LPSへの第1回目の出資80,595千円を実行したことにより、バイオガスLPSは当社の連結子会社となりました。

バイオガスLPSの概要は以下のとおりです。

また、バイオガスLPSは平成25年11月６日付でエナリス DE バイオガスプラント株式会社（以下「エナリス

DEBP」）の全株式を株式会社フォレストキャピタルから譲り受けるとともに、エナリスDEBPとの平成25年10月31日

付ファンド出資契約に基づき、平成25年11月7日付でエナリスDEBPの第1回目の新株式発行による出資を実行いたし

ております。

その概要は以下のとおりです。

（1）新株式発行の種類及び数 普通株式 2,700株

（2）発行価額 １株につき50千円

（3）発行価額の総額 135,000千円

（4）資金の使途

当社グループの電源開発事業の一環として、バイオガス発電のプラント建設を行うものになります。

名称 ＮＣＰバイオガス発電投資事業有限責任組合

所在地 東京都足立区千住一丁目４番１号 東京芸術センター

設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律

投資対象 バイオガス発電事業を行うエナリスDEバイオガスプラント株式

会社への株式投資等

出資総額 324,000千円

（第１回目出資 135,000千円、平成25年11月７日）

（第２回目出資 105,000千円、平成26年２月予定）

（第３回目出資 84,000千円、平成26年９月予定）

ファンド規模 千円350,000

投資期間 10年間（但し、３年間延長可能）

無限責任組合員（出資比率） 株式会社フォレストキャピタル（0.2％）

有限責任組合員（出資比率） 株式会社エナリス（56.9％）、その他投資家（42.9％）

上場会社と当該ファンドとの間の関係 当社は当該ファンドに過半数以上を出資し、当該ファンドは当

社の連結子会社となります。

上場会社と無限責任組合員との間の関係 資 本 関 係 当社が76.9％出資しております。

人 的 関 係 当社の役員が３名兼務しております。

取 引 関 係 当社が業務の委託等を行っております。
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該当事項はありません。

２【その他】
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該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エナリ

スの平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平成
25年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30日まで）に係る訂正後の四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エナリス及び連結子会社の平成25年９月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成25年９月２日及び平成25年９月17日開催の取締役会において公

募による新株式の発行を決議し、平成25年10月７日に払込が完了している。また、同取締役会において、オーバーアロッ
トメントによる会社株式の売出しに関連して第三者割当増資を決議し、平成25年11月６日に払込が完了している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、

当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成25年11月11日に四半期レビュー報告書を提出した。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成26年12月12日

株式会社エナリス

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松本 保範

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 礒﨑 実生

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

6079/E27900/エナリス/2013年
－19－


